
現
在
、
世
界
中
が
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

ス
感
染
症
の
感
染
拡
大
を
受
け
、
日
常
生

活
の
み
な
ら
ず
、
企
業
や
個
人
事
業
主
等

の
事
業
活
動
に
多
大
な
影
響
を
及
ぼ
し
て

い
ま
す
。
昨
年
の
緊
急
事
態
宣
言
を
は
じ

め
、
全
国
の
学
校
等
に
臨
時
休
校
の
要
請
、

各
種
催
物
や
イ
ベ
ン
ト
等
の
中
止
、
自
粛

な
ど
、
社
会
経
済
に
甚
大
な
影
響
が
も
た

ら
さ
れ
ま
し
た
。
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

感
染
症
の
累
計
感
染
者
数
は
、
日
本
国
内

で
15
万
人
を
超
え
、
神
奈
川
県
内
で
１
万

２
７
０
０
人
以
上
、
厚
木
市
・
愛
川
町
・

清
川
村
で
は
３
７
０
人
以
上
（
令
和
２
年

12
月
１
日
現
在
）
と
な
っ
て
お
り
、
依
然

と
し
て
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の

収
束
が
見
通
せ
な
い
状
況
に
お
か
れ
て
い

ま
す
。

政
府
の
緊
急
経
済
対
策
は
、
⑴
感
染
拡

大
防
止
策
と
医
療
提
供
体
制
の
整
備
及
び

治
療
薬
の
開
発
、
⑵
雇
用
の
維
持
と
事
業

の
継
続
、
⑶
次
の
段
階
と
し
て
の
官
民
を

挙
げ
た
経
済
活
動
の
回
復
、
⑷
強
靱
（
き
ょ

う
じ
ん
）
な
経
済
構
造
の
構
築
、
⑸
今
後

へ
の
備
え
、
の
５
本
柱
か
ら
編
成
さ
れ
て

い
ま
す
。
一
連
の
緊
急
経
済
対
策
（
第
１

次
補
正
予
算
と
第
２
次
補
正
予
算
を
含
む
）

は
、
事
業
規
模
２
３
３
．
９
兆
円
程
度
と

過
去
に
例
の
な
い
規
模
と
な
っ
て
い
ま
す
。

主
な
各
種
支
援
と
し
て
は
、
病
床
の
確

保
や
医
療
機
器
導
入
の
支
援
、
治
療
薬
や

ワ
ク
チ
ン
等
の
開
発
支
援
を
は
じ
め
、
世

帯
や
個
人
の
方
に
特
別
定
額
給
付
金
、
子

育
て
世
帯
へ
の
臨
時
特
別
給
付
金
、
納
税

猶
予
・
公
共
料
金
の
支
払
猶
予
な
ど
。
中

小
・
小
規
模
事
業
者
等
の
方
に
持
続
化
給

付
金
、
家
賃
支
援
給
付
金
、
雇
用
調
整
助

成
金
、
実
質
無
利
子
・
無
担
保
融
資
、
国

税
・
地
方
税
等
の
納
付
猶
予
な
ど
、
様
々

な
支
援
策
を
講
じ
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
、

観
光
・
運
輸
業
、
飲
食
業
、
イ
ベ
ン
ト
・

エ
ン
タ
ー
テ
イ
メ
ン
ト
事
業
等
へ
の
支
援

と
し
て
、
Ｇ
ｏ
Ｔ
ｏ
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
事
業

が
実
施
さ
れ
て
い
ま
す
。

厚
木
市
で
は
、
あ
つ
ぎ
中
小
企
業
応
援

交
付
金
や
あ
つ
ぎ
飲
食
店
応
援
電
子
商
品

券
な
ど
が
行
わ
れ
、
ま
た
、
厚
木
市
医
師

会
と
連
携
し
て
ド
ラ
イ
ブ
ス
ル
ー
方
式
に

よ
る
Ｐ
Ｃ
Ｒ
検
査
セ
ン
タ
ー
も
設
置
さ
れ

ま
し
た
。
愛
川
町
で
は
、
あ
い
か
わ
景
気

盛
リ
ア
ゲ
券
の
配
付
等
、
清
川
村
で
は
、

き
よ
か
わ
元
気
応
援
券
の
配
付
等
が
実
施

さ
れ
ま
し
た
。

私
た
ち
が
納
め
て
い
る
税
金
は
、
日
常

生
活
な
ら
び
に
社
会
経
済
の
安
全
・
安
心

を
確
保
す
る
た
め
に
も
い
か
さ
れ
て
い
ま

す
。
地
域
経
済
の
活
性
化
を
は
じ
め
、
新

型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
対
す
る
有

効
な
治
療
薬
、
ワ
ク
チ
ン
等
の
開
発
と
普

及
推
進
に
よ
る
一
日
も
早
い
収
束
を
願
い

ま
す
。
ご
自
身
や
、
周
り
の
方
々
、
そ
し

て
地
域
を
感
染
拡
大
か
ら
守
る
た
め
、
そ

れ
ぞ
れ
の
日
常
生
活
に
お
い
て
、
「
新
し

い
生
活
様
式
」
を
実
践
し
て
い
た
だ
け
れ

ば
幸
い
で
す
。
「
３
つ
の
密
（
密
閉
・
密
集

・
密
接
）
」
の
回
避
、
マ
ス
ク
の
着
用
、
手

洗
い
や
手
指
消
毒
、
咳
エ
チ
ケ
ッ
ト
を
心

が
け
ま
し
ょ
う
。

法
人
会
で
は
、
公
平
で
健
全
な
税
制
の

実
現
を
目
指
し
て
会
員
企
業
の
意
見
や
要

望
を
反
映
し
な
が
ら
、
税
制
改
正
に
関
す

る
提
言
活
動
を
行
っ
て
い
ま
す
。
令
和
２

年
度
の
改
正
で
は
、
中
小
法
人
向
け
税
制

措
置
の
適
用
期
限
延
長
な
ど
法
人
会
の
提

言
事
項
の
一
部
が
盛
り
込
ま
れ
、
以
下
の

と
お
り
実
現
す
る
運
び
と
な
り
ま
し
た
。

《
法
人
課
税
》

１
．
少
額
減
価
償
却
資
産
の
取
得
価
額
の

損
金
算
入
の
特
例
措
置

【
法
人
会
提
言
】

・
少
額
減
価
償
却
資
産
の
取
得
価
額
の
損

金
算
入
の
特
例
措
置
に
つ
い
て
は
、
損

金
算
入
額
の
上
限
（
合
計
３
０
０
万
円
）

を
撤
廃
し
全
額
を
損
金
算
入
と
す
る
。

な
お
、
そ
れ
が
直
ち
に
困
難
な
場
合
は
、

令
和
２
年
３
月
末
日
ま
で
と
な
っ
て
い

る
特
例
措
置
の
適
用
期
限
を
延
長
す
る
。

【
改
正
の
概
要
】

・
適
用
対
象
か
ら
、
連
結
納
税
制
度
適
用

事
業
者
及
び
従
業
員
５
０
０
人
超
の
法

人
が
除
外
さ
れ
た
う
え
で
、
適
用
期
限

が
２
年
延
長
さ
れ
ま
す
。

２
．
交
際
費
課
税
の
適
用
期
限
延
長

【
法
人
会
提
言
】

・
交
際
費
課
税
の
特
例
措
置
に
つ
い
て
は
、

適
用
期
限
が
令
和
２
年
３
月
末
日
ま
で

と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
延
長

を
求
め
る
。

【
改
正
の
概
要
】

・
中
小
法
人
の
交
際
費
課
税
の
特
例
措
置

（
定
額
控
除
限
度
額
８
０
０
万
円
ま
で

損
金
算
入
可
）
の
適
用
期
限
が
２
年
延

長
さ
れ
ま
す
。

・
交
際
費
等
の
う
ち
接
待
飲
食
費
の
50
％

ま
で
を
損
金
算
入
で
き
る
特
例
措
置
に

つ
い
て
は
、
対
象
法
人
か
ら
資
本
金
の

額
等
が
１
０
０
億
円
を
超
え
る
法
人
が

除
外
さ
れ
た
う
え
で
、
適
用
期
限
が
２

年
延
長
さ
れ
ま
す
（
中
小
法
人
の
交
際

費
課
税
の
特
例
措
置
と
の
選
択
適
用
）。

《
消
費
課
税
》

１
．
消
費
税
の
確
定
申
告
書
の
提
出
期
限

【
法
人
会
提
言
】

・
消
費
税
の
確
定
申
告
書
の
提
出
期
限
は
、

前
述
の
法
人
税
の
確
定
申
告
書
の
提
出

期
限
に
合
わ
せ
、
課
税
期
間
終
了
後
３

か
月
以
内
（
現
行
２
か
月
以
内
）
と
す

る
こ
と
。
な
お
、
上
記
改
正
が
行
わ
れ

る
ま
で
の
間
に
お
い
て
も
、
法
人
税
の

申
告
期
限
の
延
長
特
例
を
受
け
て
い
る

法
人
に
つ
い
て
は
、
消
費
税
に
つ
い
て

も
申
告
期
限
の
延
長
を
認
め
る
こ
と
。

【
改
正
の
概
要
】

・
法
人
税
の
確
定
申
告
書
の
提
出
期
限
の

延
長
の
特
例
を
受
け
る
法
人
に
つ
い
て
、

消
費
税
の
申
告
期
限
を
１
か
月
延
長
す

る
特
例
が
創
設
さ
れ
ま
す
。

《
そ
の
他
》

１
．
地
方
の
あ
り
方

【
法
人
会
提
言
】

・
地
方
創
生
で
は
、
さ
ら
な
る
税
制
上
の

施
策
に
よ
る
本
社
機
能
移
転
の
促
進
、

地
元
の
特
性
に
根
差
し
た
技
術
の
活
用
、

地
元
大
学
と
の
連
携
な
ど
に
よ
る
技
術

集
積
づ
く
り
や
人
材
育
成
等
、
実
効
性

の
あ
る
改
革
を
大
胆
に
行
う
必
要
が
あ

る
。

【
改
正
の
概
要
】

・
地
方
拠
点
強
化
税
制
の
適
用
期
限
が
２

年
延
長
さ
れ
ま
す
。
ま
た
、
雇
用
促
進

に
係
る
税
制
措
置
に
つ
い
て
、
移
転
型

事
業
の
上
乗
せ
措
置
に
お
け
る
雇
用
者

１
人
当
た
り
の
税
額
控
除
額
が
拡
充
さ

れ
ま
す
。

２
．
電
子
申
告

【
法
人
会
提
言
】

・
国
税
電
子
申
告
（
ｅ
‐
Ｔ
ａ
ｘ
）
の
利

用
件
数
は
年
々
拡
大
し
て
き
て
い
る
が
、

さ
ら
な
る
促
進
を
図
る
観
点
か
ら
、
制

度
の
一
層
の
利
便
性
向
上
と
、
地
方
税

の
電
子
申
告
（
ｅ
Ｌ
Ｔ
Ａ
Ｘ
）
と
の
シ

ス
テ
ム
連
携
を
図
る
必
要
が
あ
る
。

【
改
正
の
概
要
】

・
振
替
納
税
の
通
知
依
頼
及
び
ダ
イ
レ
ク

ト
納
付
の
利
用
届
出
に
つ
い
て
、
ｅ
‐

Ｔ
ａ
ｘ
に
よ
り
申
請
等
を
行
う
こ
と
が

可
能
と
な
り
ま
す
。

私
た
ち
の
生
活
の
中
で

身
近
な
税
金
の
一
つ
に
酒

税
が
あ
り
ま
す
。
酒
税
と

は
、
酒
類
に
課
せ
ら
れ
る

税
金
の
こ
と
で
、
お
酒
の

種
類
、
原
料
、
原
料
の
比

率
、
ア
ル
コ
ー
ル
度
数
な

ど
に
よ
り
税
率
が
分
け
ら

れ
て
い
ま
す
。

酒
税
法
に
お
い
て
酒
類
と
は
ア
ル
コ
ー

ル
分
１
度
以
上
の
飲
料
を
い
い
、
そ
の
酒

類
は
、
①
発
泡
性
酒
類
（
ビ
ー
ル
、
発
泡

酒
な
ど
）
、
②
醸
造
酒
類
（
清
酒
、
果
実

酒
な
ど
）
、
③
蒸
留
酒
類
（
ウ
イ
ス
キ
ー
、

ブ
ラ
ン
デ
ー
、
焼
酎
な
ど
）
、
④
混
成
酒

類
（
リ
キ
ュ
ー
ル
な
ど
）
の
４
つ
に
大
き

く
分
類
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

こ
の
酒
税
法
は
、
類
似
す
る
酒
類
間
の

税
率
格
差
が
商
品
開
発
や
販
売
数
量
に
影

響
を
与
え
て
い
る
状
況
を
改
め
、
酒
類
間

の
税
負
担
の
公
平
性
を
回
復
す
る
等
の
観

点
か
ら
、
税
収
中
立
の
下
、
令
和
２
年
10

月
に
第
一
段
階
と
し
て
改
正
が
実
施
さ
れ

ま
し
た
。
具
体
的
に
は
、
次
の
と
お
り
に

な
り
ま
す
。

◆
ビ
ー
ル
系
飲
料
の
税
率
に
つ
い
て
は
、

令
和
８
年
10
月
に
１
㎘
あ
た
り
15
万
５
０

０
０
円
（
３
５
０
㎖
換
算
54
．
25
円
）
に

一
本
化
し
ま
す
（
令
和
２
年
10
月
か
ら
三

段
階
で
実
施
）。

◆
醸
造
酒
類
（
清
酒
、
果
実
酒
等
）
の
税

率
に
つ
い
て
は
、
令
和
５
年
10
月
に
１
㎘

あ
た
り
10
万
円
に
一
本
化
し
ま
す
（
令
和

２
年
10
月
か
ら
二
段
階
で
実
施
）
。

◆
そ
の
他
の
発
泡
性
酒
類
（
チ
ュ
ー
ハ
イ

等
）
の
税
率
に
つ
い
て
は
、
令
和
８
年
10

月
に
１
㎘
あ
た
り
10
万
円
（
３
５
０
㎖
換

算
35
円
）
に
引
き
上
げ
ま
す
。
こ
れ
に
あ

わ
せ
て
、
低
ア
ル
コ
ー
ル
分
の
蒸
留
酒
類

及
び
リ
キ
ュ
ー
ル

に
係
る
特
例
税
率

に
つ
い
て
も
、
令

和
８
年
10
月
に
引

き
上
げ
ま
す
。

な
お
、
今
回
の

酒
税
の
税
率
の
改

正
で
は
、
消
費
者

や
酒
類
製
造
者
へ

の
影
響
に
配
慮
し
て
、
段
階
的
に
税
率
が

変
更
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、

そ
れ
ぞ
れ
の
税
率
の
変
更
の
都
度
、
酒
税

の
負
担
の
変
動
が
家
計
に
与
え
る
影
響
等

を
勘
案
し
て
検
討
を
加
え
、
必
要
が
あ
る

と
き
は
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
所
要
の
措

置
を
講
ず
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

あ
な
た
の
税
金
は

こ
ん
な
と
こ
ろ
に

い
き
て
い
る

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
よ
る
緊
急
経
済
対
策
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令
和
２
年
分
の
所
得
税
等
の
確
定
申
告

■
パ
ソ
コ
ン
や
ス
マ
ホ
で
作
成
で
き
ま
す
！

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
防
止
の
観

点
か
ら
、
ご
自
宅
等
か
ら
の
ｅ
‐
Ｔ
ａ
Ｘ

（
電
子
申
告
）
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

パ
ソ
コ
ン
や
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
で
「
国

税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
」
へ
ア
ク
セ
ス
す
れ

ば
、
簡
単
に
申
告
書
が
作
成
で
き
ま
す
。

ま
た
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
お
持

ち
で
な
い
方
で
も
、
事
前
に
税
務
署
で
本

人
確
認
の
上
、
「
Ｉ
Ｄ
と
パ
ス
ワ
ー
ド
」

の
発
行
を
受
け
れ
ば
、
ｅ
‐
Ｔ
ａ
ｘ
に
よ

る
電
子
送
信
が
可
能
で
す
。

■
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
を
利
用
し
た
コ
ン
ビ
ニ
納
付

国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
「
確
定
申
告

書
等
作
成
コ
ー
ナ
ー
」
又
は
コ
ン
ビ
ニ
納

付
用
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
作
成
専
用
画
面
か
ら
、

納
付
情
報
を
入
力
し
「
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
」
を

作
成
す
る
こ
と
で
、
納
付
書
の
取
得
の
た

め
、
税
務
署
に
出
向
く
こ
と
な
く
、
お
近

く
の
コ
ン
ビ
ニ
で
納
付
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。

■
申
告
及
び
納
税
の
期
間

◎
所
得
税
及
び
復
興
特
別
所
得
税

２
月
16
日
（
火
）
～
３
月
15
日
（
月
）

還
付
申
告
は
２
月
15
日
（
月
）
以
前
で

も
提
出
で
き
ま
す
。

◎
贈
与
税

２
月
１
日
（
月
）
～
３
月
15
日
（
月
）

◎
個
人
事
業
者
の
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税

１
月
４
日
（
月
）
～
３
月
31
日
（
水
）

■
申
告
書
作
成
会
場
の
開
設
期
間

２
月
16
日
（
火
）
～
３
月
15
日
（
月
）

土
、
日
及
び
祝
日
を
除
き
ま
す
。

た
だ
し
、
２
月
21
日
（
日
）
及
び
２
月

28
日
（
日
）
は
開
場
し
ま
す
。

申
告
書
作
成
会
場
は
、
混
雑
（
３
密
）
回

避
の
た
め
入
場
制
限
を
実
施
し
ま
す
。

申
告
書
作
成
の
受
付
は
午
後
４
時
ま
で
。

■
問
合
せ
先

厚
木
税
務
署

電
話
（
２
２
１
）
３
２
６
１
（
代
表
）

市
町
村
民
税
・
県
民
税
の
申
告
期
限
は

３
月
15
日
ま
で
で
す
の
で
、
お
早
め
の
申

告
を
お
願
い
し
ま
す
。

申
告
に
あ
た
っ
て
は
、
個
人
番
号
（
マ

イ
ナ
ン
バ
ー
）
の
記
入
と
本
人
確
認
書
類

が
必
要
と
な
り
ま
す
。
⑴
ま
た
は
⑵
い
ず

れ
か
必
要
と
な
り
ま
す
の
で
、
忘
れ
ず
に

お
持
ち
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
お
願
い
い
た

し
ま
す
。

⑴

個
人
番
号
カ
ー
ド
（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

カ
ー
ド
）

⑵

個
人
番
号
通
知
カ
ー
ド
＋
身
元
確
認

書
類
（
写
真
表
示
の
無
い
身
元
確
認
書

類
の
場
合
は
２
点
必
要
で
す
。
）

◆
厚
木
市
役
所
か
ら
の
お
知
ら
せ

市
民
税
・
県
民
税
申
告
書
の
受
付
会
場

は
、
市
民
税
課
（
本
庁
舎
２
階
５
番
窓
口
）

の
ほ
か
、
市
内
15
地
区
公
民
館
を
巡
回
し

て
開
設
し
ま
す
。

申
告
が
必
要
な
方
は
、
３
月
15
日
（
月
）

ま
で
に
必
要
書
類
を
添
付
し
て
、
受
付
会

場
で
あ
る
市
民
税
課
又
は
お
近
く
の
公
民

館
に
提
出
さ
れ
る
か
、
市
民
税
課
宛
に
郵

送
し
て
く
だ
さ
る
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

ま
た
、
今
年
か
ら
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で

申
告
書
を
作
成
し
、
電
子
で
提
出
で
き
る

よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
例
年
、
受
付
会
場

は
大
変
混
雑
し
ま
す
の
で
、
郵
送
又
は
電

子
で
の
提
出
を
推
奨
し
て
い
ま
す
。

各
公
民
館
の
受
付
け
の
詳
し
い
日
程
等

に
つ
い
て
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
も
し
く

は
１
月
15
日
発
行
の
広
報
あ
つ
ぎ
特
別
号

「
市
民
税
・
県
民
税
申
告
お
知
ら
せ
号
」

で
確
認
を
お
願
い
し
ま
す
。

な
お
、
不
明
な
点
に
つ
い
て
は
、
市
民

税
課
ま
で
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

問
合
せ
先

厚
木
市
役
所
市
民
税
課

電
話
（
２
２
５
）
２
０
１
０
（
直
通
）

※
所
得
税
の
確
定
申
告
の
相
談
・
申
告
等

は
、
厚
木
税
務
署
へ
お
願
い
し
ま
す
。

【
市
税
の
納
付
方
法
に
つ
い
て
】

安
心
・
便
利
で
納
め
忘
れ
の
な
い
口
座

振
替
の
ほ
か
に
コ
ン
ビ
ニ
納
付
・
ペ
イ
ジ
ー

納
付
が
で
き
ま
す
。
ま
た
、「
ヤ
フ
ー
・
公

金
支
払
い
」
の
サ
イ
ト
を
利
用
し
た
ク
レ

ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
納
付
も
で
き
ま
す
。

問
合
せ
先

厚
木
市
役
所
収
納
課

電
話
（
２
２
５
）
２
０
２
０
（
直
通
）

◆
愛
川
町
役
場
か
ら
の
お
知
ら
せ

確
定
申
告
相
談
会
の
詳
し
い
日
程
、
会

場
な
ど
は
１
月
15
日
発
行
の
「
お
茶
の
間

通
信
」
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問
合
せ
先

愛
川
町
役
場

税
務
課

町
民
税
班

電
話
（
２
８
５
）
６
９
１
５
（
直
通
）

【
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
で
納
税
が
で
き
ま
す
】

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
の
決
済
サ
ー
ビ
ス

「
Ｐ
ａ
ｙ
Ｐ
ａ
ｙ
」、「
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ

Ｐ
ａ
ｙ
」

か
ら
、
町
税
等
の
納
付
が
可
能
と
な
り
ま

し
た
。
詳
し
く
は
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
ご

確
認
く
だ
さ
い
。

問
合
せ
先

愛
川
町
役
場

税
務
課

収
納
班

電
話
（
２
８
５
）
６
９
１
７
（
直
通
）

◆
清
川
村
役
場
か
ら
の
お
知
ら
せ

２
月
16
日
か
ら
３
月
15
日
ま
で
（
土
・

日
・
祝
日
等
を
除
く
）
の
間
は
、
簡
易
な

確
定
申
告
（
給
与
・
年
金
所
得
な
ど
簡
易

な
申
告
の
み
）
の
受
付
・
相
談
も
併
せ
て

行
い
ま
す
。

問
合
せ
先

清
川
村
役
場

税
務
住
民
課

課
税
係

電
話
（
２
８
８
）
３
８
５
９
（
直
通
）

【
村
税
の
口
座
振
替
の
利
用
に
つ
い
て
】

村
税
な
ど
の
納
付
は
、
便
利
な
口
座
振

替
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。
お
申
し
込
み
は
、

村
指
定
の
金
融
機
関
お
よ
び
役
場
で
簡
単

に
で
き
ま
す
。

問
合
せ
先

清
川
村
役
場

税
務
住
民
課

収
納
係

電
話
（
２
８
８
）
３
８
５
９
（
直
通
）

当
会
で
は
、
税
に
つ
い
て
理
解
を
深
め

て
い
た
だ
く
た
め
「
税
の
標
語
」
を
募
集

し
て
い
ま
す
。
こ
の
機
会
に
税
の
こ
と
を

考
え
て
み
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
。
入
賞

者
に
は
記
念
品
を
贈
呈
い
た
し
ま
す
。
是

非
ご
応
募
く
だ
さ
い
。

《
賞
》

最
優
秀
賞（
１
点
）…
会
長
表
彰
状
及
び

ク
オ
カ
ー
ド
１
万
円

優

秀

賞（
１
点
）…
ク
オ
カ
ー
ド
５
千
円

佳

作（
３
点
）…
ク
オ
カ
ー
ド
３
千
円

【
応
募
方
法
】

作
品
（
一
人
一
点
）
に
、
氏
名
、
住
所
、

電
話
番
号
を
明
記
の
う
え
、
郵
送
も
し
く

は
Ｆ
Ａ
Ｘ
、
ま
た
は
メ
ー
ル
で
３
月
末
日

ま
で
に
左
記
の
応
募
先
（
厚
木
法
人
会
）
へ

お
送
り
く
だ
さ
い
。

平
成
27
年
10
月
以
降
、

国
民
一
人
ひ
と
り
に
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
（
個
人
番
号
）
が

通
知
さ
れ
ま
し
た
。
申
請

に
よ
り
交
付
さ
れ
る
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
（
プ
ラ

ス
チ
ッ
ク
製
）
を
作
成
す

る
こ
と
で
色
々
と
利
便
性

が
向
上
し
ま
す
。
カ
ー
ド

に
は
、
本
人
の
顔
写
真
、
氏
名
、
住
所
、

生
年
月
日
、
性
別
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
（
個

人
番
号
）
が
記
載
さ
れ
、
Ｉ
Ｃ
チ
ッ
プ
に

は
電
子
証
明
書
の
機
能
を
搭
載
し
て
い
ま

す
。
本
人
確
認
の
た
め
の
身
分
証
明
書
と

し
て
利
用
で
き
る
ほ
か
、
自
治
体
サ
ー
ビ

ス
、
ｅ
‐
Ｔ
ａ
ｘ
等
の
電
子
証
明
書
を
利

用
し
た
電
子
申
請
等
、
様
々
な
サ
ー
ビ
ス

に
利
用
で
き
ま
す
。
カ
ー
ド
の
交
付
申
請

を
行
う
と
市
区
町
村
か
ら
交
付
通
知
書

（
ハ
ガ
キ
）
が
届
き
、
必
要
書
類
を
持
参

し
て
交
付
窓
口
へ
受
け
取
り
に
行
き
ま
す
。

な
お
、
交
付
の
際
に
は
暗
証
番
号
を
設
定

し
ま
す
の
で
、
事
前
に
考
え
て
お
く
必
要

が
あ
り
ま
す
。

現
在
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
使
っ

て
、
マ
イ
ナ
ポ
イ
ン
ト
の
予
約
・
申
込
を

行
い
、
選
択
し
た
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
決
済

サ
ー
ビ
ス
で
チ
ャ
ー
ジ
や
買
い
物
を
す
る

と
上
限
５
千
円
分
の
マ
イ
ナ
ポ
イ
ン
ト
が

付
与
（
令
和
３
年
３
月
末
ま
で
予
定
）
さ
れ

ま
す
。
ま
た
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
が

令
和
３
年
３
月
（
予
定
）
か
ら
健
康
保
険
証

と
し
て
利
用
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

（
事
前
に
利
用
申
込
が
必
要
で
す
。
）

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
３
つ
の
目
的

①

公
平
公
正
な
社
会
の
実
現

（
所
得
や
他
の
行
政
サ
ー
ビ
ス
の
受
給
状

態
を
把
握
し
や
す
く
な
る
た
め
、
負
担
を

不
当
に
免
れ
る
こ
と
や
給
付
を
不
正
に
受

け
る
こ
と
を
防
止
す
る
と
と
も
に
、
本
当

に
困
っ
た
方
に
き
め
細
や
か
な
支
援
を
行

う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
）

②

国
民
の
利
便
性
の
向
上

（
添
付
書
類
の
削
減
な
ど
、
行
政
手
続
き

が
簡
素
化
さ
れ
、
国
民
の
負
担
が
軽
減
さ

れ
ま
す
。
行
政
機
関
が
持
っ
て
い
る
自
分

の
情
報
を
確
認
し
た
り
、
行
政
機
関
か
ら

の
様
々
な
サ
ー
ビ
ス
の
お
知
ら
せ
を
受
け

取
っ
た
り
で
き
ま
す
。
）

③

行
政
の
効
率
化

（
行
政
機
関
や
地
方
公
共
団
体
な
ど
で
、

様
々
な
情
報
の
照
合
、
転
記
、
入
力
な
ど

に
要
し
て
い
る
時
間
や
労
力
が
大
幅
に
削

減
さ
れ
ま
す
。
複
数
の
業
務
の
間
で
の
連

携
が
進
み
、
作
業
の
重
複
な
ど
の
無
駄
が

削
減
さ
れ
ま
す
。
）

昭
和
の
時
代
は
固
定
電
話
、
平
成
の
時

代
は
携
帯
電
話
、
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
が
普

及
し
ま
し
た
。
令
和
の
時
代
で
は
、
オ
ン

ラ
イ
ン
リ
モ
ー
ト
、
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
が

普
及
し
始
め
、
行
政
手
続
等
も
効
率
化
を

図
る
た
め
年
々
進
み
つ
つ
あ
り
ま
す
。

昨
年
10
月
末
の
人
口
に
対
す
る
マ
イ
ナ

ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
交
付
枚
数
率
は
、
厚
木

市
が
約
19
％
、
愛
川
町
と
清
川
村
は
約
22

％
で
す
。
こ
の
制
度
の
目
的
や
安
全
性
が

理
解
さ
れ
て
い
な
い
が
ゆ
え
の
結
果
と
思

わ
れ
ま
す
。

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
を
理
解
し
、
近
未

来
社
会
の
た
め
に
積
極
的

に
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

を
申
請
し
ま
し
ょ
う
。

厚
木
税
務
署
か
ら
の
お
知
ら
せ

話
の
ネ
タ
に
！

【
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
】マイナンバーカード（見本）

市
町
村
か
ら
の
お
知
ら
せ

スマホ
からも ｅ‐Tax で送信できます！

『作成コーナー』 にアクセス！

〒243-0017

厚木市栄町一丁目16番15号

公益社団法人 厚木法人会

電 話（２２１）１０５５

ＦＡＸ（２２２）３８０８

E-mail info@a-net.or.jp

【応募先】

国税の申告と納税は
e-Tax（イータックス）

地方税の申告と納税は
eＬTAX（エルタックス）

申告と納税はインターネットで

●
税
の
標
語
を
募
集
中
●

酒
税
に
つ
き
、
類
似
す
る
酒
類

間
の
税
率
格
差
が
商
品
開
発
や
販

売
数
量
に
影
響
を
与
え
て
い
る
状

況
を
改
め
、
酒
類
間
の
税
負
担
の

公
平
性
を
回
復
す
る
等
の
観
点
か

ら
、
税
収
中
立
の
下
、
酒
税
改
正

が
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

酒
税
の
税
率
の
改
正
に
つ
き
、

①
か
ら
③
の
う
ち
誤
っ
て
い
る
も

の
は
ど
れ
で
し
ょ
う
？

①

ビ
ー
ル
系
飲
料
の
税
率
は
令
和
８
年

10
月
に
１
㎘
あ
た
り
10
万
円
（
３
５
０

㎖
換
算
35
円
）
に
一
本
化
さ
れ
る
。

②

醸
造
酒
類
（
清
酒
、
果
実
酒
等
）
の

税
率
は
、
令
和
５
年
10
月
に
１
㎘
あ
た

り
10
万
円
に
一
本
化
さ
れ
る
。

③

そ
の
他
の
発
泡
性
酒
類
（
チ
ュ
ー
ハ

イ
等
）
の
税
率
は
、
令
和
８
年
10
月
に

１
㎘
あ
た
り
10
万
円
（
３
５
０
㎖
換
算

35
円
）
に
引
上
げ
ら
れ
ま
す
。

【
応
募
方
法
】

ハ
ガ
キ
に
答
え
と
氏
名
、
住
所
を
明
記

の
う
え
、
郵
送
で
２
月
15
日
ま
で
に
左
記

の
応
募
先
（
厚
木
法
人
会
）
へ
お
送
り
く

だ
さ
い
。
正
解
者
の
中
か
ら
抽
選
で
50
名

の
方
に
粗
品
を
進
呈
い
た
し
ま
す
。

●ぜいきんクイズ●

コロナに負けず、がんばれ‼ 厚木・愛川・清川

法人会キャラクター

「けんた」


